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   第２章 宅地造成等工事規制区域内における規制 

 （資力及び信用等を証する書類） 

第４条 省令第７条第１項第１２号及び第２項第１０号に規定する規則で定める書類は、

次に掲げるものとする。 

 （１） 資金を自己資金で調達する場合にあっては、金融機関の預金若しくは貯金の残

高を証明する書類又はこれに類する書類 

 （２） 資金を借入金で調達する場合にあっては、金融機関の融資を証明する書類 

 （３） 工事主が個人の場合にあっては、直前３年の所得税及び個人事業税の納付すべ

き額並びに納付済額を証する書類 

 （４） 工事主が法人の場合にあっては、直前３年の各事業年度の貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記表、法人税及び法

人事業税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類並びに事業経歴書 

 （５） 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式

を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票又は個人番号カードの写し（これらの者が法人である

場合にあっては、その登記事項証明書）及び当該株主の有する株式の数又は当該出資

をしている者のなした出資の金額が確認できる書類  

 （６） 別に定める工事施行者の能力に関する書類 

 （７） 申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し 

 （８） その他市長が必要と認める書類 

 （宅地造成等工事規制区域内の工事における技術的基準の付加） 

第５条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、盛土又は切土をした後の地盤

に変動が生じないよう、別に定める技術的基準（政令第２０条第２項に規定する技術的

基準をいう。）により、小段の設置その他適切な措置を講じなければならない。 

 （災害発生のおそれがないと認められる工事） 



 

 

第６条 宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事に関して、省令第

８条第１項第９号及び同項第１０号ロに規定する別に定める値は、１メートルとする。  

 （宅地造成等に関する工事の協議） 

第７条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１項の規定により

市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（別

記様式第３号）に省令第７条第１項第１号から第４号まで及び第６号に規定する書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項の規定により市長との協議を行

おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書（別記様式第４号）に省令第７条第

２項第１号から第４号までに規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

３ 市長は、法第１５条第１項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に

対し、その旨を通知する。  

 （宅地造成等に関する工事の変更許可） 

第８条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１６条第１項の規定による

許可を受けようとする者は、省令第３７条第１項に規定する書類のほか、変更する内容

について法第１２条第２項第４号に規定する同意を得たことを証する書類その他市長が

必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１６条第１項の規定による許可を受けようと

する者は、省令第３７条第２項に規定する書類のほか、変更する内容について法第１２

条第２項第４号に規定する同意を得たことを証する書類その他市長が必要と認める書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  

 （宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出）  

第９条 宅地造成等に関する工事について、法第１６条第２項の規定による市長への届出

を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書（別記様式第５号）

を市長に提出しなければならない。 



 

 

 （宅地造成等に関する工事の変更協議） 

第１０条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１項の規定によ

る協議が成立した者で、法第１６条第３項で準用する法第１５条第１項の規定による変

更の協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書（別

記様式第６号）に省令第３７条第１項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項の規定による協議が成立した者

で、法第１６条第３項で準用する法第１５条第１項の規定による変更の協議を行おうと

する者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書（別記様式第７号）に省令第３７条第

２項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 （宅地造成等に関する工事の定期の報告） 

第１１条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１９条第１項の規定によ

る報告をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（別記

様式第８号）に省令第４８条第１項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１９条第１項の規定による報告をしようとす

る者は、土石の堆積に関する工事の定期報告書（別記様式第９号）に省令第４８条第２

項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

 （宅地造成等に関する届出を要する工事の完了の届出） 

第１２条 法第２１条第１項又は第３項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工

事が完了したときは、届出を要する工事の完了届出書（別記様式第１０号）に市長が必

要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （宅地造成等に関する届出を要する工事の変更の届出） 

第１３条 法第２１条第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更し



 

 

ようとするときは、宅地造成等に関する工事の変更届出書（別記様式第１１号）に法第

２１条第１項の規定による届出書に添付した書類のうち変更に係るものその他市長が必

要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 法第２１条第３項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようと

するときは、擁壁等に関する工事の変更届出書（別記様式第１２号）を市長に提出しな

ければならない。 

   第３章 特定盛土等規制区域内における規制  

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する届出を要する工事の完了の届出）  

第１４条 法第２７条第１項又は第４０条第１項若しくは第３項の規定による届出をした

者は、当該届出に係る工事が完了したときは、届出を要する工事の完了届出書（別記様

式第１０号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する届出を要する工事の変更の届出）  

第１５条 特定盛土等に関する工事について、法第２８条第１項の規定による市長への届

出を行おうとする者は、省令第６１条第１項に規定する書類のほか、市長が必要と認め

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第２８条第１項の規定による市長への届出を行

おうとする者は、省令第６１条第２項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  

３ 法第４０条第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようと

するときは、宅地造成等に関する工事の変更届出書（別記様式第１１号）に法第４０条

第１項の規定による届出書に添付した書類のうち変更に係るものその他市長が必要と認

める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

４ 法第４０条第３項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようと

するときは、擁壁等に関する工事の変更届出書（別記様式第１２号）を市長に提出しな

ければならない。 



 

 

 （資力及び信用等を証する書類） 

第１６条 省令第６３条第１項第２号及び第２項第２号に規定する規則で定める書類は、

第４条各号に掲げる書類とする。 

 （特定盛土等規制区域内の工事における技術的基準の付加） 

第１７条 特定盛土等に関する工事については、盛土又は切土をした後の地盤に変動が生

じないよう、別に定める技術的基準（政令第３０条第１項において準用する政令第２０

条第２項に規定する技術的基準をいう。）により、小段の設置その他適切な措置を講じ

なければならない。 

 （災害発生のおそれがないと認められる工事） 

第１８条 特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事

に関して、省令第８条第１項第９号及び同項第１０号ロに規定する別に定める値は、１

メートルとする。 

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議） 

第１９条 特定盛土等に関する工事について、法第３４条第１項の規定により市長との協

議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（別記様式第３

号）に省令第７条第１項第１号から第４号まで及び第６号に規定する書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３４条第１項の規定により市長との協議を行

おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書（別記様式第４号）に省令第７条第

２項第１号から第４号までに規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

３ 市長は、法第３４条第１項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に

対し、その旨を通知する。  

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更許可） 

第２０条 特定盛土等に関する工事について、法第３５条第１項の規定による許可を受け

ようとする者は、省令第６７条第１項に規定する書類のほか、変更する内容について法



 

 

第３０条第２項第４号に規定する同意を得たことを証する書類その他市長が必要と認め

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３５条第１項の規定による許可を受けようと

する者は、省令第６７条第２項に規定する書類のほか、変更する内容について法第３０

条第２項第４号に規定する同意を得たことを証する書類その他市長が必要と認める書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出） 

第２１条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第３５条第２項の規定に

よる市長への届出を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書（

別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更協議） 

第２２条 特定盛土等に関する工事について、法第３４条第１項の規定による協議が成立

した者で、法第３５条第３項で準用する法第３４条第１項の規定による変更の協議を行

おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書（別記様式第６号）

に省令第６７条第１項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３４条第１項の規定による協議が成立した者

で、法第３５条第３項で準用する法第３４条第１項の規定による変更の協議を行おうと

する者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書（別記様式第７号）に省令第６７条第

２項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 （特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告） 

第２３条 特定盛土等に関する工事について、法第３８条第１項の規定による報告をしよ

うとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（別記様式第８号）

に省令第７８条第１項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に

提出しなければならない。  

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３８条第１項の規定による報告をしようとす



 

 

る者は、土石の堆積に関する工事の定期報告書（別記様式第９号）に省令第７８条第２

項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則  

 この規則は、令和７年７月１８日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第１号（第３条関係） 

  

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第２号（第３条関係） 

  

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第３号（第７条、第１９条関係） 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第４号（第７条、第１９条関係） 

  

 

 



 

 

別記様式第５号（第９条、第２１条関係） 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第６号（第１０条、第２２条関係） 

  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第７号（第１０条、第２２条関係） 

  

 



 

 

別記様式第８号（第１１条、第２３条関係） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第９号（第１１条、第２３条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第１０号（第１２条、第１４条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第１１号（第１３条、第１５条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第１２号（第１３条、第１５条関係） 

  


